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第３回 足立区緑の基本計画改定審議会 会議概要 

会議名 第３回 足立区緑の基本計画改定審議会 

事務局 都市建設部 みどりと公園推進室 みどり推進課 

開催年月日 令和元年 ７月 １９日（金） 

開催時間 午前１０時００分 ～ 正午 

開催場所 足立区役所 中央館８階 特別会議室 

出席者 

鈴木 誠 会長 甲斐 徹郎 副会長 薬袋 奈美子 副会長 

ぬかが 和子 委員 高山 のぶゆき委員 佐々木 まさひこ委員 

さの 智恵子 委員 くじらい 実 委員 田中 健雄 委員 

浅香 孝子 委員 横村 隆子 委員 浅香 雅和 委員 

佐藤 留美 委員 大澤 輝子 委員 高村 哲 委員 

古地 八重子 委員 飯塚 康雄 委員  

欠席者 荒堀 安行 委員 米田 剛行 委員  

会議次第 別紙のとおり 

資料 

・次第 

・名簿 

・足立区緑の基本計画改定スケジュールおよび検討内容について 

・議事（１）：計画の構成図（案）・計画の体系（案）  

・報告（１）：東京が新たに進めるみどりの取組（概要） 

・報告（２）：江戸川区ヒアリング結果 

・座席表 

・ひとことメモ 

 

その他 
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（審議経過） 

○小林課長 定刻になりましたので、始めさ

せていただきます。 

本日はご多用の中、第３回足立区緑の基本

計画改定審議会にご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。私は、司会を務め

ますみどり推進課長の小林と申します。よろ

しくお願いいたします。 

はじめに、本日の資料の確認をさせていた

だきます。 

事前配布資料といたしまして 

１）次 第 

２）名 簿 

３）足立区緑の基本計画改定スケジュール 

および検討内容について 

４）議事１：計画の構成図（案）・計画の

体系（案） 

５）報告１：東京が新たに進めるみどりの 

取組 

６）報告２： 江戸川区ヒアリング結果 

また、当日配布資料としましては、 

７）座席表 

８）ひとことメモ 

をお配りさせていただいております。 

さらに参考資料として、席上に「第二次緑

の基本計画」、「第６次緑の実態調査」を綴

じこんだ緑色のファイル、及び「東京が新た

に進めるみどりの取組」本編をご用意してお

ります。 

緑のファイルは閲覧用となっていますの

で、会議終了後に回収させていただきます

が、「東京が新たに進めるみどりの取組」本

編は必要な方はお持ち帰りください。 

不足の資料がありましたら、事務局へお知

らせください。 

よろしいでしょうか。資料の確認は以上に

なります。 

続いて、本日の審議会より委員の変更がご

ざいましたので、ご紹介いたします。 

足立区議会議員の高山のぶゆき様、佐々木

まさひこ様、さの智恵子様、くじらい実様、

遅れておりますが、特定非営利活動法人ＮＰ

Ｏｂｉｒｔｈ事務局長の佐藤留美様です。 

佐藤留美様につきましては第２回緑を育む

ひと・くらし部会にて委嘱を行いましたの

で、足立区議会議員４名の委嘱を行います。 

お一人ずつ大山都市建設部長から委嘱状を

お渡しいたします。 

私がお名前をお呼びしますので、大変恐れ

入りますがその場でご起立いただき、大山都

市建設部長から委嘱状をお受け取りくださ

い。 

 

（都市建設部長より委嘱状交付） 

  

○小林課長 以上で委嘱は終了となります。 

新しく委員になられた皆様、大山都市建設部

長ありがとうございました。 

 続きまして、新たな幹事をご紹介いたしま

す。任命状はあらかじめ席上に置かせていた

だいております。お名前をお呼びしますの

で、自席にてご起立をお願いいたします。 

 成井二三男建築室長です。 

 以上で幹事のご紹介を終わります。 

次に、審議会の今後の予定についてご案内

いたします。前方スクリーンをご覧くださ

い。足立区緑の基本計画改定のスケジュール

になります。 

赤字で記載してある箇所が本日の審議会と

なっております。今後は、部会を各々１回、

審議会を３回予定しています。令和２年１月

～２月にパブリックコメントを実施し、本年

度末の完成を目指しております。 

続いて、各会議での審議事項になります。 

第１回審議会では、現状確認を行いまし

た。第１回部会と第２回審議会では、現状把
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握と主な課題の整理を行い、今後の方向性に

ついて検討いたしました。第２回部会では、

施策の方向性と将来像について検討いたしま

した。 

本日、第３回審議会では、全体の構成、目

標、施策の方向性について検討いたします。 

次回の各部会では、具体的な施策や目標に

ついてご議論いただき、第４回審議会では、

各部会での意見を踏まえ、目標、施策、推進

体制及び進捗管理手法について改めてご確認

いただく予定です。第５回審議会では、計画

素案をご提示し、第６回審議会に答申を予定

しております。 

今後とも皆様のご協力をお願いいたしま

す。 

続いて、本審議会の注意事項についてご説

明させていただきます。 

本審議会は公開を原則としております。こ

のため会議記録につきましては区ホームペー

ジで公開させていただいております。会議記

録作成のため、録音及びカメラ撮影をさせて

いただきます。さらに、議事録等には、氏名

を記載しますので、ご了承お願いいたしま

す。 

また、モニター、マイクの使い方につい

て、あわせてご案内いたします。本日の説明

は、お手元の資料をもとにご説明いたしま

す。正面のモニターには、説明している資料

を写しますので参考としてご覧ください。 

続いて皆様のお席のマイクですが、ご発言

の際にスイッチを入れていただき、終わりま

したらスイッチをお切りいただきますようお

願い申し上げます。 

なお、本日所用により途中退席される委員

がいらっしゃいます。あらかじめご了承いた

だきますよう、お願いいたします。 

事務局からは以上でございます。それで

は、これからの議事進行につきましては、鈴

木会長にお願いいたします。 

○鈴木会長 皆さん、おはようございます。

本日から新しい方が４名増えております。事

務局から説明がありましたが、審議会日程で

いきますと、後半がこれから始まります。足

立区の緑の基本計画をよいものにするために

忌憚のないご発言をいただきたいと思いま

す。 

区議会委員以外の皆さんはご存じだと思い

ますが、私は足立区民で、本審議会の会長を

させていただいており、特に足立区には強い

思い入れがあります。緑の基本計画は各自治

体が法定計画としてつくっています。東京都

内の２３区内でも進められています。ここ２、

３年で各自治体で改定が進められています。

足立区もちょうど改定の節目にあたっていま

す。この計画ができると、１０年くらい先の

将来像が決まっていくことになります。 

偶然ですが、東京都立高等学校が学区制で

設置されていて、旧第五学区というのがあり

ました。旧第五学区というのは、足立区、荒

川区、台東区、中央区を指します。偶然です

が、この足立区を除く区で座長として緑の基

本計画をまとめてきました。今回の足立区で

計画がまとまると、旧第五学区すべてを網羅

することになります。 

私自身もこだわりがありまして、東京も広

いので、山の手の方と下町の方、川の手の地

域性は異なっています。同じように、足立区、

荒川区、中央区も随分と違う雰囲気がありま

す。行政の取組、区域マスも違っています。 

墨田区の緑の基本計画のとりまとめにも関

わらせていただきました。私の住まいの範囲

はよりよい環境にしようという意気込みが達

成されるかどうかは、この足立区の緑の基本

計画にかかっています。そんな思いで取り組

んでいるということを申し上げて、審議に入

っていきたいと思います。 
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まず、議事録署名人を任命したいと思いま

すが、浅香孝子委員と横村委員にお願いした

いと思います。 

始めに、事務局から本日の流れについてお

願いいたします。 

○小林課長 承知いたしました。皆様、次第

をご覧ください。 

本日の審議会の流れですが、議事を１件、

報告を２件予定しております。 

議事１件目は、計画の構成についてです。 

報告１件目は、「東京が新たに進めるみど

りの取組」についてです。令和１年５月に取

組内容がまとめられたので、そのご報告にな

ります。 

報告２件目は、江戸川区のヒアリング結果

についてです。 

 本日の流れについては以上です。 

○鈴木会長 続いて審議に入る前に、委員の

出席状況及び、傍聴人の人数を事務局から報

告してください。 

○小林課長 本日は、定数１９名のところ１

７名のご出席をいただいております。過半数

のご出席をいただいておりますので、審議会

が有効に成立することを、ご報告申し上げま

す。 

 また、本日の傍聴人は０名です。そのほか、

庁内関係課職員も傍聴させていただいており

ます。 

○鈴木会長 ありがとうございました。それ

では、議事１「計画の構成図（案）等につい

て」、事務局から説明をお願いいたします。 

○栗原主任 それでは、議事（１）計画の構

成案等について、事務局栗原よりご説明させ

ていただきます。右上に「議事（１）」と書

かれたＡ３カラーホチキス止めの資料をご用

意ください。こちら１枚目には、今回改定す

る第三次足立区緑の基本計画の構成案を図で

お示ししております。 

 計画の構成は、足立区の基本計画や他の計

画の構成が、将来像、柱、施策群、施策、事

業または取組といった形が一般的ですので、

それに合わせる形としました。 

図の上の方に、前回の部会での皆様のご意

見を反映した緑の将来像を、あくまで仮の案

ではありますが、「水と緑と共に生きるまち 

あだち ～識(し)る・護(まも)る・活(い)か

す・繋(つな)ぐ～」と入れさせていただきま

した。 

 そして、その将来像を実現するための柱を

２つ設定しました。 

 これまでのひと・くらし部会、まちづくり

部会という分類をそのまま活かして、柱１を

「緑を育むひとづくり」、柱２を「緑を実感

できるまちづくり」といたしました。この２

つの柱は、図の真ん中に相互に矢印が出てい

るように、具体的な事業や取組の段階では両

方にまたがって展開するイメージです。 

図の左側の柱１の施策群は２つで、１つは

「『緑の効果』を認識し、緑を育むひとを増

やす」、こちらは主に下の方の＜緑を育むひ

とのステップ図＞におけるステップ０のひと、

緑に興味や関心がないひと、をステップ１以

上に上げることを想定しています。もう１つ

の施策群は「緑を育むひとの活動を広げ、繋

ぐ」、こちらは各ステップの方々の活動の

場・活躍の場を設け、相互に関わらせていく

ことを想定しています。 

図の右側の柱２では、まず施策群を区全域

の話と、緑地の対象別とで大きく分けました。 

区全域に関する施策群は２つで、１つは

「区の主要な緑の位置付け」です。防災やレ

クリエーション、環境保全などの観点から、

区の緑のなかでも特に骨格となる、保全や活

用すべき緑を位置付けることを想定していま

す。 

もう１つの施策群は「水辺や緑、四季の
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花々を楽しめる『歩きたくなる』まちづくり」

としました。水辺や緑があることによって歩

いて楽しい、歩きたくなるまちとするため、

エリアや対象を限定せず、区全域で取り組む

ことを想定しています。 

次に、対象別の施策群はこれまで議論して

きた緑地の種類別に、６つ設定しました。っ

「施策群２-２-１ 民有地（一般の宅地な

ど）」は「所有者にメリットを生む緑化の推

進」とし、新規建築時にまちの魅力となる緑

化を誘導すること、小さな緑化も推奨するこ

となどを想定しています。 

「施策群２-２-２ 民有樹林地・農地」は

「地域に愛される緑地として保全・活用」、

樹林を地域で守り育てる仕組みづくりや、多

様な主体が関わり農地を活用することなどを

想定しています。 

次に、「施策群２-２-３ 公園」は、平成

３０年に策定したパークイノベーション推進

計画の考え方を引継ぎ、「『魅力ある地域の

公園』と『持続可能な公園運営』を推進」と

し、目的に合わせて選べる公園の配置と整備

の方針づくりや、計画的で効率的な公園改修、

などを想定しています。 

そして、「施策群 ２-２-４ 街路樹」は、

「地域や路線の特性に応じて、快適な歩行空

間を推進」とし、地域や路線の特性に応じ街

路樹の計画・指針を作成することなどを想定

しています。 

「施策群２-２-５ 河川・親水緑道」は

「緑豊かな水辺の利用促進」とし、水辺と緑

の魅力に触れるきっかけづくりや、水辺の回

遊を促進させる仕組みづくりを進めます。 

「施策群２－２－６ その他公共施設」で

は、新設や改修の際に、「緑の効果」を実感

しやすい緑化と維持管理を推進します。 

２枚目の資料をご覧ください。こちらには、

これまでの流れ、課題と方向性、緑の将来像、

計画の構成までを繋げてお示ししています。 

また、各施策群の施策の展開、目標や指標

例を、まだ大変粗削りの状態ではありますが、

現段階で検討中の案を記載しております。あ

えて、これまで使用してきた緑被率や樹木被

覆率といった数字は、毎年数値が出せず進捗

が測りにくい等といった理由からこちらの指

標例の案には入れておりません。 

もちろん、これらの目標・指標は、施策群

の下に設定される施策及び具体的な取組と連

動してくる話ですので、そちらもこれまで出

していただいたご意見及び第二次計画の７２

事業の精査を行い、現在内容を検討している

ところです。  

また、現行の第二次緑の基本計画には「地

域別取り組み方針」という当時の分け方で１

３ブロック各地域の方針を定めておりました。

しかし、この地域別方針が実際にはあまり活

用される機会がなかったという実態がありま

す。そこで、今回の第三次計画では「施策群

２-１-１ 区の主要な緑の位置付け」のなか

に、区全域で見た場合の各エリアの主要な

緑・自慢の緑を位置付けるといった形で、エ

リアの情報を包含してはどうかと考えており

ます。また、全施策の中で重点プロジェクト

とするものについては、エリアの計画が必要

となってくるかと考えます。 

まだまだ内容が詰まっておらず申し訳あり

ませんが、現段階での計画の構成等について

ご意見いただければと思います。 

議事（１）の資料の説明は以上となります。 

○鈴木会長 それでは、議事１、資料１につ

いて何かご意見があればお願いいたします。

今日は緑の基本計画の大きな柱を決めていく

こととなっています。 

○横村委員 「第三次足立区緑の基本計画 

計画の構成図（案）」の資料は大変に分かり

やすいと思います。柱１の方は、２つの大き
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な施策があって、その下にステップがあると

いうリズムがありますが、私が関わらせてい

ただいた「柱２ 緑を実感できるまちづくり」

の方は、書かれていることはその通りで、内

容はまとめられていますが、楽しさが伝わら

ないように思います。 

表現をもう少し変えて、そこで使われてい

る言葉も、区民がダイレクトに分かるような

キャッチコピーにしていただければと思いま

す。 

柱１の方は、２つのテーマがあり、どのよ

うなステップで上がっていくかというのが非

常に分かりやすい。 

柱２の方は、区全体に関する施策が２つあ

って、その下に紐づけてある６個の施策がど

のように関わっているかがもう少し表現され

る、見える化されるとよいかと思います。十

分な検討をしていない、イメージ的な話で大

変恐縮ですが、例えば「施策群２-１-２」の

「水辺や花、四季の花々を楽しめる『歩きた

くなる』まちづくり」というのは、もしかす

るとこの下の対象別でいうと、「施策群２２-

４」の「街路樹」や、「施策群２-２-５」の

「河川・親水緑道」が下位計画としてくるの

かもしれません。 

こういうものがあることによってまちの財

産が楽しくなるんだというカテゴライズをす

ることなどが考えられます。 

「施策群２-１-１」の「区の主要な緑の位

置づけ」は、民有地であったり公共施設であ

ったり、農地や公園をどちらに入れるのか、

中間領域なのかは分かりませんが、この６つ

の施策群を単純に横に並べるのはもったいな

いと思います。上の区全域を対象とした施策

群と合わせて、カテゴライズしながら、街路

樹や親水公園がこういうふうに変わるんだ、

よくなるんだということを連想させるような

構成の絵をつくっていただければと思います。 

○鈴木会長 確かに、柱１はステップがあっ

て分かりやすいですが、柱２は関連性が見え

にくくなっていますね。区全域の施策群と対

象別の施策群がくっついていたほうがいいで

すね。 

○甲斐副会長 先ほどのご意見に補足いたし

ます。カテゴライズということと、もう１点、

それぞれのカテゴリの中で連携したときに見

えてくる全体像があると思います。例えば民

有地と公共地、さらに街路樹を繋ぐ、また、

構造的にずっとなくならない河川などがベー

スになったうえで、どのように全体を繋いで

いくかだと思います。どうしてもこういった

施策は、個々のことだけをやりましょうとな

りがちです。 

今回の計画の方針では、全体を繋げて、そ

こに人が参加し、さらに繋がっていくことが

重視されていると思います。その点も補足で

きるといいと思います。 

○古地委員 単純な点ですが、緑の将来像の

副題に、「識る・護る・活かす・繋ぐ」とあ

ります。わざわざふりがなを振ってこの文字

にしていますが、もう少し一般的な「知る」

や「守る」にしたほうが区民には分かると思

います。わざわざこのように表現した理由は

ありますか。少し上から目線のように思いま

す。もっと一般区民に分かるようにした方が

いいと思います。 

○飯塚委員 原案を提案させていただいてお

ります。これは、保存樹フォーラムの際に使

ったものです。わざわざこの字の「識る」に

したのは、ただ言葉を知るだけではなくて知

識を含めて「識る」という意味を持たせるた

めに使っています。「護る」も、木だけ守る

のではないという意味を持たせるために使っ

ています。ですが、先ほどの意見を踏まえて

平仮名でもいいかと思います。 

○古地委員 単純な文字でいいと思います。
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この字でもいいかと思いますが、一般区民が

すぐに分かる状況にしたほうがよいと思いま

す。 

○鈴木会長 補足しますと、保存樹フォーラ

ムの際に飯塚委員が基調講演をしていただき

ました。その際に、一つずつこの文字を出し

て、内容を解説してくださいました。そのプ

ロセスを全て分かっていると、この文字の意

味は分かると思いますが、この文字だけを見

ると確かに分かりにくいかと思います。フォ

ーラムの講演は大変に分かりやすかったです。

フォーラムの内容を知っていると納得できた

と思います。 

○佐藤委員 「柱１ 緑を育むひとづくり」

として、ステップで表すのは大変に分かりや

すいと思います。通常はステップ１から始ま

ると思いますが、ステップ０から始めている

ことが特徴的だと思いました。 

ステップ４で、最終的に「自ら行動し活動

を広げる」とあります。ここに書くことでは

なくて、この後の施策に該当するのかもしれ

ませんが、活動を広げていく、行動していく

方をどうバックアップしていくか、そういっ

た方々が活動しやすい環境をどうつくるのか

などが施策に書き込まれるとよいか思います。

これは、ステップ５に当たるのかもしれませ

んが、区が実施していくことだと思いますけ

れども、ステップの次の段階として区がどう

していくのか、市民がどうしていくのか、そ

のあたりのことが施策に書き込まれるといい

かと思います。施策になければ、計画の構成

図に反映した方がよいと思います。 

柱２について、２点ほどあります。甲斐副

会長のご発言と似ているところもありますが、

「緑を実感できるまちづくり」を考えていく

にあたって、資料が現状だと縦割りに見えて

しまうところがあります。 

最近の都市の緑の事情としては、公園を増

やすような行政側で増やしていくというより

も、国の施策もそうですが、市民緑地制度や

民間の緑地、都市農業の振興、都市農地とい

った、生産だけではなく、教育や福祉に活か

すということがあります。要は、様々なスポ

ット、様々な緑、カフェやお店の前の緑もそ

うかもしれませんが、様々な緑がまちなかに

あって、皆さんが緑とふれあって気持ちよか

ったり、遊んだり学んだりできるスポットが

たくさんまちなかに散らばっているというま

ちが、まさに「緑を実感できるまち」だと思

います。もしかすると、すでに既存の緑のス

ポットがあちこちにあるので、それを見える

化するだけでも「緑が実感できるまちづくり」

になっていくのかなと思います。 

そういう一つひとつの緑、民有地や公有地

のように様々ありますが、それぞれの緑が縦

割りではなくてネットワークとしてまちの中

で繋がっているという見せ方を、ぜひ緑の基

本計画の中で区民の皆さんに伝えられるよう

に、文字も大切ですが、イラストやマップな

どがあるとよいかと思います。 

最後に、東京都の緑の取組にも生物多様性

の向上がここ数年取り扱われています。現在

の緑の基本計画の構成図では、柱１の「緑の

効果」の中で生物多様性について少し扱われ

ていますが、計画の体系の中には入っていま

すでしょうか。どこかで生物多様性について

も触れたほうがよいと思いますが、どこかに

記載されていたら教えて下さい。 

○鈴木会長 最後の生物多様性の取組につい

て事務局より説明をお願いいたします。 

○栗原主任 事務局より補足させていただき

ます。明文化していませんが、柱２の「施策

群２-１-１ 区の主要な緑の位置づけ」の中

に生物多様性に寄与するような緑地の確保を

位置付けるように想定しています。記載して

いる内容としては少ないかもしれません。 
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○佐藤委員 ぜひその辺りも書き込んでいた

だきたいと思います。生物多様性向上は質の

高い緑にも入ってくると思いますのでよろし

くお願いいたします。 

○鈴木会長 今のご意見は大変重要だと思い

ます。生物多様性、緑の質の問題とネットワ

ークの話がありましたのでこの点は忘れない

でいただきたいと思います。 

○高村委員 柱１の絵についてです。ステッ

プ１から４までぐるっと円で繋いであります。

左の方は上がっていきますが、右の方は下が

っていっています。ステップ４の人が役目を

終えて下のステップの人を助けるというよう

な意味があるのかもしれませんがもう少し分

かりやすくなるとよいと思います。 

○甲斐副会長 ネットワーク、緑の繋がりの

話が出てきています。以前、私が話した内容

を少し深堀して付け加えたいと思います。ネ

ットワークのさせ方のイメージとして、足立

区に住んでいるそれぞれの人達が自分の暮ら

しの場から全てが繋がって見えているという

感覚が重要だと思います。 

まちの緑が自分たちからみると自分の暮ら

しの場から拡張していくという意味でネット

ワークの意味を捉えるとより市民目線になる

と思います。 

暮らしの場だけではなくて、例えばお店を

やっている人からみれば、自分たちのお店か

ら広がってそれが全部繋がっていると感じる

ことができます。そうやって、暮らしの場が

繋がって、皆が使いこなしているということ

が実感の本質だということです。 

○横村委員 私も補足させていただきます。

先ほど、ざっくり縦割りだと申し上げました

が、やはり今ある足立区の緑の財産を見える

化するべきだと思います。桜、花の散歩道、

甲斐副会長がおっしゃられたような身近なも

のをもう一回、身近にあると実感させていく

ということです。実は足立区は様々な緑財産

があると思います。それを見せながら、先ほ

ど佐藤委員がおっしゃられたようにイラスト

とか、写真とかで財産を見せていくようなこ

とをして、実はこんなに緑の財産があるんだ

から皆で育てていこうよ、皆が少し手を貸せ

ばすごく素敵な緑があるまちになって誇れる

んだということを見せて、それをいい意味で

増やしていくような、それがネットワークさ

れていくようになったらいいなと思いました。

以上です。 

○鈴木会長 他はいかがですか。 

○佐々木委員 私は今回が初めての参加とな

ります。これまでの議事録も読ませていただ

きました。樹木被覆率、緑被率、みどり率な

どの指標が意味をなさないという議論もあっ

てこういう形になっているんだと思います。 

部会も参加していませんので、柱２の部分

は確かに縦割りで分かりづらいかと思います。 

柱２の「施策群２－１－２ 水辺や緑、四

季の花々を楽しめる『歩きたくなる』まちづ

くり」は非常に分かりやすいと思います。

「施策群２－１－１ 区の主要な緑の位置付

け」が大きな柱の１つとしてありますが、防

災やレクリエーションの観点から位置付けて

いくということですが、位置づけしてどうし

ていくのか、何を目指していくのかを少し教

えていただければと思います。 

○鈴木会長 確かにそうですね。「施策群 

２-１-１ 区の主要な緑の位置づけ」とあり

ますがどういうことなのか、説明をお願いい

たします。 

○栗原主任 事務局より補足説明させていた

だきます。確かに、こちらでもまだまだ言葉

に迷っておりまして、大変に分かりにくくて

申し訳ありません。 

イメージとしては、緑の骨格、区の緑を構

成する大きな緑、荒川河川敷や舎人公園です
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が、それらがどこに配置されていて、配置条

件から区の中で重要な役割を担っている、今

後も区の重要な緑として守っていかなければ

ならないということを再確認していくことな

どを通して、今後計画に変更がでてきた際に、

緑の基本計画にこうした位置づけをしている

で、こうやって進めていきますと説明するこ

とができます。 

また、区全域のバランスをみて、防災機能、

環境保全機能、レクリエーション機能等の配

置が、場所によっては足りないかもしれませ

ん。そういったところがあれば緑を増やして

いったほうがよいのではないかということを

謳えるような章になればと検討しているもの

になります。今の段階では案としてお示しし

ております。 

○佐々木委員 分かりました。データを見ま

すと、中川公園や舎人公園などの大規模な公

園を想定していらっしゃるんだろうなと思い

ます。また、四方を川に囲まれていますので、

水辺といった資産を活かして充実させていく

ということなんですね。 

その柱立てのようなものが今後、具体策と

して入ってくるという理解でよろしいでしょ

うか。 

○栗原主任 はい。 

○鈴木会長 速記録の都合もありますのでご

発言の前に名前をおっしゃっていただくよう

お願いいたします。先ほどの佐々木委員のご

指摘は重要な点です。一番重要なところで、

防災や緑の骨組みの話はグリーンインフラと

いう言葉で、国も施策として推進していくこ

とになっています。砦をつくりかつ、快適性

を担保するようなものです。 

この緑の基本計画が完成する頃には、国の

方針、概念や施策も決まってくると思います。

同時進行で緑の基本計画にもグリーンインフ

ラの概念を入れておくことが重要かもしれま

せん。そうしないと、区の主要な緑の位置づ

けとは何かとなったときにグリーンインフラ

だと回答できると思います。今後検討してい

けたらと思います。 

○飯塚委員 グリーンインフラについて申し

上げようと思っていたら、ちょうど話題に出

ましたのでお伝えさせていただきます。都市

の問題として、地球温暖化、ヒートアイラン

ドで暑くなっているということや、今日も雨

が降っていますが集中豪雨で都市型洪水とい

うことが重要な課題になっていますので、緑

の機能としてのグリーンインフラを入れてい

ただきたいというのが１つです。 

もう１点が、柱２のところで先ほどから繋

がりが見えないという話がありましたが、私

はポイントを押さえているのかなと思います。 

まず、柱２-１の「区全域」で区内にどんな

緑があるのかを位置づけましょうということ

を言った後で、「歩きたくなる」という言葉

を使ってネットワークということを言ってい

るのかなと思いました。 

その際には、「歩きたくなる」というだけ

ではなくて、溜まり場が必要です。溜まって

活かす場、公園や街路樹、軒先にベンチがあ

ればちょっと座ってお茶を飲むですとか、そ

ういったことがあれば４つの「２ 対象別」

と繋がってくると思います。 

歩きたくなる時に、各個別の施策があれば、

どこの緑で何が当てはまるのかなということ

かと思います。 

見せ方として、個々で並べられているので

関連性が分かりづらいと思うので、連携して

いるという絵にすると非常に分かりやすいと

思いました。 

○鈴木会長 ありがとうございます。 

○臼倉室長 先ほどの柱２の「対象別」の施

策群の分け方が分りづらいという意見が何件

かありました。この点についてですが、今後
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の施策とどう結びつけるかで変わってくると

思います。 

確かに現状縦割りですが、仮定の話ですと、

施策を並べていく中で、民有地において何が

できるか、公有地、農地で何ができるかとい

う先を考えた並べ方ですので、こういった形

で進めていくのか、皆さんからご意見があっ

たように分かりやすく、民有地、公有地を 1

つにした形で進めていくのか、今後の進め方

に関わってくるので、もう少し具体的な意見

をいただけると審議会、部会で資料としてま

とめやすいのかなと思っています。 

○横村委員 私は、この分け方そのものが問

題とは思ってはいません。施策群の並べ方が

問題だと思っています。資料でいうと、民有

地を縦並びにして、ここが民有地、農地、散

歩道だとしていますが、カテゴライズとして

は明快にできていると思います。ただ、横並

びにしてしまうとそのカテゴライズが見えに

くくなってしまいます。 

ですから、先ほど、歩きたくなるまちであ

れば街路樹と河川をその横に置くなどしたら

よいのかなと思いました。民有地、散歩道と

いうような分類は、言葉の表現の仕方はあり

ますが、問題ないのかなと思います。縦割り

的なという言葉が一方通行になってしまった

かと思います。 

むしろ、公有地はこの点を頑張る、民有地

はこうしていきましょうよ、それぞれを繋ぐ

散歩道はこうやっていきますよというような、

こちら側の縦割りの施策がもう少し区分され

て分かるとよいなと思っていました。 

○臼倉室長 理解不足で失礼いたしました。 

○高村委員 基本計画ですので、確かに足立

区全体の主要な緑、何を持って主要と位置づ

けるかということがあるかと思いますが、こ

の計画を主に使うのは行政の方だと思います。 

先ほどから、分かりやすさという話が出て

いますが、これは一般の方は見ないと思いま

す。先程の民有地、公有地の取組を分かりや

すくしてほしいという話がありますが、そう

すると民間の方はこの点を見るといいという

ことが分かると思います。このままでは、区

の方がこれを見るだけで意味がないなと思っ

ています。 

緑の将来像を「水と緑と共に生きるまち 

あだち」とするのであれば、一般の方ができ

ることはたいしてないということになります。

「施策群２-１-２ 」とありますが、一般の普

通の人が緑にどこで触れ合うかというと、ス

ーパーから家、駅までの街路樹や公園だと思

います。第三次緑の基本計画なので、住んで

いる人たちに対して大切にしてほしいことは

何かということを副題としてでもよいのでつ

けていただいて、なおかつ、普通に暮らして

いる人が基本計画を全部読み進めるのではな

くて、特に見て欲しいところが分かるような

まとめ方をしていただければと思います。 

○鈴木会長 非常に核心を突いたご意見だと

思います。今、緑の将来像として、「水と緑

と共に生きるまち あだち」、副題として

「識る・護る・活かす・繋ぐ」とあります。

副題にはご意見いただきましたが、主題にと

ても違和感がありました。区民感覚でいうと、

誇りが必要ですよね。 

私は千住の方に住んでいますが、他の人達

に自慢しています。いい所がたくさんあるん

ですが、見える化していません。なんとなく

ネガティブイメージばかりが集まっています。 

いいところをほめて大切にして皆で守って

誇ればいいと思います。例えば、「水と緑を

誇れるまち あだち」だと納得ができますが、

「共に生きる」だと共感しにくいと思います。

ここも皆さんから納得のいく表現を出してい

ただけたらと思います。 

○佐藤委員 先ほどの鈴木会長のご意見にあ
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った、誇れるまちというのは欲しいなと思い

ました。やはり、まちにプライドを持つとい

うことから始まると思います。こういったキ

ャッチコピーにそういう言葉が上がるのは大

切なことだと思います。 

先ほどの高村委員のご意見にありましたよ

うに、区民の方は基本計画を見るかどうかと

いうことですが、確かにこれまでの基本計画

は区民向けではなかったと思います。 

今後は、どのようにその点を越えていくの

か、それともこれまで通りにするのかはこれ

から考えていくことだと思います。 

一方で、先ほどの話を聞いていてニューヨ

ーク市のことを思いました。 

ニューヨーク市は緑と市民参加でまちを再

生したということで話題に取り上げられてい

る市です。ニューヨーク市では、いかにして

市民の人に市の施策を伝えるかというところ

で工夫をしています。基本計画も読みづらい、

とっつきにくいものではなくて画像や市民の

声を載せていくことをやっています。また、

SNS や動画も多用して、緑の価値を伝えてい

ます。 

現在、ニューヨークがどうなっているかと

いうと、民有地も公有地もこぞって緑を増や

そうとしています。もともと、コンクリート

ジャングルみたいな所ですが、そこに緑を創

出するということで、官民連携で進められて

います。まちの中を歩いているとまさに緑を

実感できるまちづくりになっています。 

そういったことで、行政の施策を区民に伝

えて、区民にもその気になってもらうかだと

思います。そのために、タイトル、キャッチ

コピーは大切だと思います。また、見せ方だ

とか編集の仕方を工夫する、概要版を分かり

やすくする、マップで足立区の緑の全体像を

伝えるといったことが必要だと思います。 

もう１点ですが、これは課題・方向性に関

わることですが、SDGs、持続可能な開発目標

ですが、このことを緑の基本計画にとりいれ

ている区市が増えてきています。 

こういったことも、これまでも議論されて

きたかもしれませんが、現在緑がすごく狭い

範囲で捉えられています。それよりももっと

大きな、国でもグリーンインフラの位置づけ

がありますが、緑がまさにまちを変えていく

起爆剤になる、地域の持続可能性に貢献して

いくものだということを謳っていく必要があ

ると思います。 

すでにお考えかと思いますが、SDGs や、グ

リーンインフラという言葉を使うことで、こ

れからのまちのなかには、絶対緑が必要だと

いう勢いが持たせられたらいいなと思いまし

た。 

○鈴木会長 ありがとうございました。第三

次緑の基本計画の初めの方に、グリーンイン

フラや SDGs という言葉があるといいと思いま

す。第二次の計画策定時から、社会の考え方

が変わってきている点だと思います。計画の

中で触れていただいて、どこに反映されてい

るか分かるといいと思います。 

○ぬかが委員 ２ページ目の計画の構成で、

今までの議論がどのように反映されているの

かなと思って見ていました。例えば、「施策

群１－１ 『緑の効果』を認識し、緑を育む

ひとを増やす」の施策の展開の所で、「緑に

マイナスのイメージがある人に緑を好きにな

ってもらう」と書いてありますが、すごく難

しいなと思いました。今までの議論でいくと、

例えば、実際に私にそういった苦情を寄せて

くる方もいます。落ち葉になる前に切って欲

しいや、早く強剪定して欲しいといった意見

があります。そういうことを言う人でも、家

で大切に植木の手入れをしています。そうい

う方は、緑は好きだけれども、区がやろうと

した途端、なかなかというところです。 
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この前の議論でいうと、緑を好きになって

もらうということも確かにそうかもしれませ

んが、それよりも、緑が区の共通の財産であ

るということに共感、理解してもらうという

ことの方が好きになってもらうことよりも相

応しいのではないかと思います。 

また、私はまちづくり部会でしたが、前回

の部会でとてもよいなと思った事務局の提案

でも、資料に入っているものと入っていない

ものがあります。今回は施策の展開と目標・

指標例なので入っていないかとも思いました。

例えば入っているものでは、街路樹について

は今まで様々に議論してきた計画や指針をつ

くろうということは入っています。しかし、

先ほども意見がありました市民緑地制度、い

わゆる民地の市民緑地制度の課題や私がいい

なと思った東京都の「農の風景育成地区制度」

を使って農地を守っていくというような意見

が施策の提案としてありました。そういった

ニュアンス、目標や指標に入らなくてもそう

いったことが入るようにしておかないと、一

度柱から外されたものはずっと外されてしま

うことになるので、残しておいてもらえたら

なと思います。 

〇鈴木会長 事務局から反映されていない意

見などの点について補足をお願いいたします。 

○栗原主任 確かに、ぬかが委員がおっしゃ

るように、これまでの資料で用いていた言葉、

細かい事業となるようなものは今回の資料か

ら省かせていただいていますが、事務局とし

ては、これまでのものは引き続き反映させて

いくということで考えています。今回の資料

について、分かりにくい表現をして申し訳あ

りませんでした。 

好きになってもらうよりも理解してもらう、

共感してもらうなどの表記が適切ではないか

というご意見も参考になりました。受け止め

させていただきたいと思います。 

おっしゃっていただきました市民緑地制度

や農の風景育成制度については、もちろん緑

の基本計画で取り扱っていく予定ですのでよ

ろしくお願いいたします。 

○鈴木会長 第三次緑の基本計画の策定の流

れについてご意見をいただいておりますが、

初めて参加される方もいますので会議の流れ

を補足説明したいと思います。 

この審議会、それから事務局から部会とい

う言葉が上がっていました。今日は、審議会

ですので、大きな柱ですとか将来像などを議

論させていただいています。 

そして、次の部会では、この計画の構成、

ご指摘のあった点をもっと詳しく議論して、

適切な施策展開、あるいはそれをチェックす

るような指標の設定などをもっと具体的に議

論していく予定です。 

各部会で検討された個別の施策を審議会で

はかって、フィードバックして計画の全体像

をチェックするというような、行ったり来た

りしながら計画を完成させていこうとしてい

ます。より深めた議論は部会でするというこ

とで、全体の流れを理解していただければと

思います。 

○薬袋副会長 すでに説明があったら申し訳

ありませんが、前回までの議論に出ていてす

ごくいいなと思っていたのが、皆が足立区の

緑の良さや、目標値を共有するツールが欲し

いよねということでした。カルテをつくって、

こういう目標像でやっているんだよというこ

とを皆で共有できるようにしたらいいよねと

いう議論があったかと思います。 

市民参加をする上で大切なポイントだと思

います。多様なセクターがいる中で、皆で協

力し合うための特徴になるかなと思っていま

した。 

もし、すでに盛り込まれているのであれば

教えてもらいたいです。少し薄くなっている
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ような気もします。柱１と２を繋ぐような内

容でもあると思うので、人が人を繋いで連携

しあって、ステップ４までいくためのツール

として、足立区の中の位置付けられた緑が分

かる形で表現されているカルテのような、柱

１、２のどちらに含めればいいのかは分かり

ませんが、少しその取組が目立つようにする

と、ほかの区の計画にない足立区の特徴にな

ると思います。 

○鈴木会長 事務局の方から何かありますか。 

○栗原主任 後半の質問になると思いますが、

柱１と柱２を繋ぐツール、区全域と対象別を

繋ぐツール、細かい施策の話になると思いま

すが、事業を検討していく中で表現していき

たいと思います。それぞれ関連していくもの

だと認識しています。 

また、目標を共有できるようなカルテ、そ

ういうツールづくりは現在の資料からは読み

取れないと思いますので全体見ながら検討し

ていきたいと思います。 

○鈴木会長 今の薬袋副会長のご指摘は大変

に重要だと思います。皆が目標像を把握でき

るということはとても大切です。難しい話は

行政の方で持っているんだけれども、区民が

一般的に理解できるような形で目標を持って

いて、それが共有できている状態ですね。計

画の体系（案）に「目標・指標例」として、

数字が書いてありますが、数字よりも誇れる

よとか、自慢話できるよとか、そんなような

ことが書かれるといいと思います。皆さんが

共有できて納得できるような目標像をつくる

んだと意識しながら計画づくりを進めていた

だけるといいかと思います。そうすると、計

画が充実していくのではないかと思います。 

計画を実行する段階では、今回の緑を育む

人づくりですけれども、区民の方々に共感を

もって計画の実現に参加してもらう、協創力

でつくるとありますが、協創力でつくる足立

の共有できる目標像がないことには、という

ことだと思います。ぜひ、念頭に置いて計画

づくりを進めていければと思います。 

○甲斐副会長 今のお話を受けて改めて思っ

たこととして、資料に示されて行政が何をす

るかが書いてあります。ひとをつくります、

まちをつくりますという役割を言っていると

思います。一方で重要なのは、何のためにそ

ういうことするのかということだと思います。 

もっと言えば区民一人ひとりが緑を活かし

た暮らしを自分のこと化するということを、

皆が認識すれば、必ず大きな動きが生み出さ

れると思います。そう意味でいえば、ここに

書いてあることがそのまま計画になった時、

区民の方がこの１つ１つが自分たちのビジョ

ンだよねと思えるかというと、それは難しい

ということを皆さん指摘されているんだと思

います。 

柱１と柱２は行政目線ですが、上位概念と

しては、市民一人ひとりのために何をするべ

きかということがあるはずです。表現は考え

てもらいたいと思いますが、この２つを結び

付けられるような、市民にとって自分たちの

自覚として共通のビジョンを自分のこと化し

ましょうということが基礎としてあるんだと

いうことを示したほうがいいと思いました。 

もう１点、ぬかが委員のご指摘で、緑のマ

イナスイメージから好きになる方が適切かと

いうことですが、この点は私どものひとくら

し部会で議論してきたことなので、一言お伝

えさせていただきたいと思います。 

その部会で検討した一番重要な話は、個人

個人が自分のこと化していくことです。下手

をすると、自治体が実際に行っていることは、

講座などを実施する、与える側になっている。

常に市民が受ける側になっている限り、常に

お客さんになっています。それでは主体には

ならないということがポイントです。主体化
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させるために何が重要かいうと、相互触発と

いう考え方です。この点が重要だと部会で議

論してきました。自分のために考えようとい

うような場面に移行するとまさに自分たちが

主体的な立場で緑のことを考え始めます。 

そこからいくと、好きになってもらうとい

う感覚は、そこからずれていると感じます。

様々なことを与えて変わってもらおうという

ニュアンスを感じます。個が自分のこと化し

ながら、お互いにともに考えていくというこ

とです。認識してもらうということも含めて、

皆が自分のこと化して、ともに考え合うとい

う場面をどうつくるかということだと思いま

す。 

○くじらい委員 初めての参加なので、皆さ

んのご意見を聞きながら、私も柱２について

意見させていただければと思います。 

先ほど、自分の暮らしがあって、その暮ら

しの中から周りの緑を見ていくということで

すが、個人が足立区全体を意識するというこ

とは難しいと思います。例えば、私は舎人公

園が近いのですが、花畑公園のことはよく分

かりません。足立区全体の話にはなりますが、

地域別の考え方、エリアデザインも進めてい

ます。それがもしできるのであれば、前回は

１３区分に分けて検討されているということ

ですが、第６次緑の実態調査は５ブロックく

らいで実施されているんですよね。テーマを

どうするかということは別にして、このブロ

ックごとに地域の特色を活かしたような、ネ

ットワークとは繋がっているので特色を出す

ことは難しいと思いますが、それぞれ、まず

身近なところから繋げられるようなことから

始めると、一人ひとりが認識意識しやすいの

かなと思いました。 

○鈴木会長 ありがとうございました。私も、

その点は気になっていたところです。先ほど

の事務局の説明だと、前回の１３ブロックに

分かれていたのをやめて、区全体としてやる、

エリアごとの位置づけだけを指標にするとい

う説明でした。全部一緒にしてしまっていい

のかという疑問があります。その点はどうで

しょうか。 

○臼倉室長 現行計画は、１３ブロックごと

に面積や目標値が定められています。今回、

それを使うか、掲載するかどうかを事務局の

中でも検討しているところです。例えば、そ

れを５ブロックとして載せるとしても、掲載

の仕方があると思います。例えば、緑被率の

目立つ数値を挙げても、皆さんの今の議論か

らも少し違うんだと思います。それをブロッ

ク別に上げるとすれば、行政目線ではなく、

区民の皆さんと一緒に何ができてどうするか

の核を考えないといけません。 

もう１点は、ただ区全体をどうするという

ことではなくて、施策ごとに区全体で何をし

ていくかということを示すときに、地域別よ

りも施策別の計画を出したほうが分かりやす

いのではないかということです。 

地区別、ブロック別に計画を出したほうが

良いということであれば、つくることはでき

ると思います。区民が分かりやすい表現をど

うしていくかが問題だと思います。 

○くじらい委員 ブロック別に計画を出すと

いうことは、数値目標を出さないといけない

のか、それとも区民の方に意識を持ってもら

うためのテーマをつくるのかという話をした

かったので、数値については検討していただ

ければと思います。 

○鈴木会長 この点は、根本的な話にもなる

ので次の部会、まちづくり部会のテーマにし

ていただければと思います。そこで議論をし

たいと思います。 

○横村委員 区民目線でいうと、全体と地域

別の両方欲しいということになります。上位

計画として区は、足立区を親しみの持てる緑
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のまちにしていきますよということも知りた

いと思います。 

また、舎人と千住の地域が同じかというと、

千住地域は先ほどのニューヨーク市に近い地

域ですよね。地域ごとに良い緑の属性があっ

て、地域ごとに違う点があります。1 つにし

てしまうのではなくて、上位計画、下位計画

という言葉が適切か分かりませんが、糸を編

むように丁寧に施策を展開しなければ、なか

なか育っていかないのではないかと思います。 

厳しい言い方で恐縮ですが、それくらい分

かりやすく、まず足立区全体像として、親し

みの持てる、緑大好きといえるくらい緑に関

心を持てる地域になるんだという上位計画が

あって、次に足立区の地域ごとの特性があっ

て、具体的にどうしていくかというように、

丁寧な展開をしていなかいと、区民はなかな

かどうしていいかイメージができないと思い

ます。 

こういった書類上のものではなく、区民が

動きやすいような表現と仕分けをしていただ

けたらと思います。 

○鈴木会長 この点について１時間程が経過

してしまいました。報告案件も残っています

ので、根本的な話は部会で議論を進めていた

だければと思います。 

○佐野委員 初めて参加させていただいてお

ります。様々なご意見を聞いていますと、議

事録には全て目を通しておりますが、こうし

て話を聞くと、やはり文章とで見えてくるも

のでは違うなと思っています。 

確かに区民の方が基本計画を読むかという

と、目を通さない方がほとんどだと思います。

ぜひ、概要版、ダイジェスト版、マップなど

の分かりやすいものを作成しながら、計画の

体系だとか施策が区民の方に届くような方向

性でお願いしたいと思います。 

○佐藤委員 先ほどの話についてですが、ニ

ューヨークで一番分かりやすいのは、市民が

自分の家から１０分で、緑地にふれあえるよ

うにすることを目標としています。大きな公

園、セントラルパークのような公園から、マ

ンハッタンのような多くの人が来るような公

園、住宅地の中にあるたくさんの人が集まる

わけではないけれども住民にとっては大切な

公園、さらに小さなコミュニティガーデンの

ような公園など、どれも別々の施策を具体的

につけています。それによって自然体の緑ア

ップを図っていく。さらに市民の参画を図っ

ていく、それによって緑が実感できるまちに

していくということがあります。緑、緑地の

質に合わせて施策をするのが細かく必要にな

っているという点は私も賛同するところです。 

○臼倉室長 今の質問に関連してですが、資

料を用意していませんが、足立区ではパーク

イノベーション計画というもので、徒歩圏内

ごとの公園の計画に着手しています。順次公

園の改修に取り組んでいますので、次回に資

料を用意したいと思います。 

○鈴木会長 時間が迫っていますので次の報

告事項に行きたいと思います。事務局から説

明をお願いいたします。 

○小林課長 私の方から簡単にまとめさせて

いただきます。今回策定する計画は行政だけ

のものなのか、地域の方と協創してやってい

くのか、協創でやっていくためには、目標像

が共有できるツールが必要だという話だった

かと思います。 

２つ目が、グリーンインフラ、生物多様性、

持続可能な開発目標ということも入れたほう

がいいのではないかということでした。 

最後に、エリアごとの計画の話がでてきま

したが、次回の部会の中で検討していただく

ということになったかと思います。 

○鈴木会長 次の部会、審議会でさらにブラ

ッシュアップしたものを見せていただければ
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と思います。報告事項が２点あります。事務

局よりお願いいたします。 

○佐野係長 報告（１）と右上に書いてある

「東京が新たに進めるみどりの取組（概要）」

Ａ４横 カラーの資料をご覧ください。 

これは、東京都が進める「都市づくりのグ

ランドデザイン」の示す都市像の実現に向け

て、本年５月に、公表されました。 

「都市づくりのグランドデザイン」は、こ

ちらの冊子になります。この中に、緑の総量

を「減らさない」など、７つの戦略を掲げて

います。こちらの取組を具体的に進め、新た

な緑を創出するために、東京が進める緑の取

組をまとめたものがこちらの資料になります。 

方針１としまして、「『拠点・骨格』とな

るみどりを形成する。」とあります。こちら

で「みどりの拠点の形成」としまして、本年、

改訂作業を進めている「都市計画公園・緑地

の整備方針」の中で、新たな優先整備区域を

設定することにより、公園・緑地の整備を推

進するとしています。 

また、「みどりの軸の形成」としまして、

こちらも、改定を進めている「緑確保の総合

的な方針」の中で、東京の緑の骨格となる崖

線、丘陵地、河川などで守るべき緑を新たな

確保地に位置付け保全を促進するとしていま

す。 

方針２では「将来にわたり農地を引き継ぐ」 

としまして、営農継続の支援を実施していく

そうです。指定から 30 年を迎える生産緑地を、

特定生産緑地に指定していきます。また、資

料には記載されていませんが、収益性を確保

できる新技術の導入や貸借による農地保全な

ど、新たな制度に対応できる施策の検討をす

るそうです。  

また、「農地の貸借の促進」としまして、

新たな担い手の確保や育成を行い、地域の特

性を生かし、農地をあっせんする取組を進め

ていきます。さらに、「公による生産緑地の

買取」としまして、買取申出が区市に出され

た場合、用地取得費を補助することができま

す。足立区でも、生産緑地法の改正に伴いま

して、買取の請求に応じる場合は東京都の補

助金を活用することができます。「生産緑地

の保全・活用に向けた更なる検討」をするこ

とで、農地・農的空間の保全・活用について

検討を進めています。 

方針３は「みどりの量的な底上げ、質の向

上を図る」です。みどりの量的な底上げをは

かるため、緑化地域の市街地区域全域への指

定を目指すということで、世田谷区で実施し

ている緑化地域の推進をしていきたいという

ところです。質の高いみどりの創出・保全で

は、市民緑地認定制度の活用促進をするとし

ています。 

方針４は「特色あるみどりが身近にある」

としています。公共が保全・創出するみどり

ということで、公共施設において、景観に寄

与する壁面緑化などを推進していきます。民

間が創出するみどりとして、「みどりの計画

書」、足立区でいう「緑化計画書」ですが、

を活用した緑化誘導により、質の高い緑化を

推進する等があります。 

 以上が、東京が新たに進めるみどりの取組

になります。 

 今後、実効性を確保するため、東京都の都

市計画区域マスタープランに位置付け、区市

町村や関係機関と連携して取組を促進してい

くという形になっているそうです。 

簡単ではありますが、報告１の説明は以上と

なります。 

○鈴木会長 報告事項ですが、質問があれば

お願いいたします。もしくは東京都ではこの

ように取り組んでいますが、足立区ではもっ

とこうした方がいいのではないかという意見

があればお願いいたします。 
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○浅香（孝）委員 「第２章 東京が新たに

進めるみどりの取組」に４つの方針がありま

すが、２番の所に「指定から３０年を迎える

生産緑地を特定生産緑地に指定」とあります

が、これはすでに実際に進められていて、も

うじき３０年がたつのでということだと思い

ます。 

ですが、今からこの制度を導入しようとし

たときに、例えば６０歳の方が特定生産緑地

として始めようとしたら９０歳になってしま

います。最初の３０年をやると次は２０年に

なると思うんですが、その最初の３０年が非

常に負担だと思います。それでも農業を継承

してくれたらいいですが、これは東京都では

こうですが、足立区として、独自の方針をと

りますということがあれば教えていただきた

いと思います。 

○望月課長 今のところ、区独自の制度を設

けるということは検討していません。ただ、

生産緑地をできるだけ残していきたいと思っ

ています。その点については考えていきたい

と思っています。 

○浅香（孝）委員 区民農園もこの１つにな

るのでしょうか。 

○望月課長 区民農園は、生産緑地ではなく、

今の区民農園はすべて宅地化農地でやってい

ます。ただ、今後は生産緑地も貸借が可能と

なりましたので、区と契約をすれば区民農園

として活用できるようになります。現在も、

生産緑地を区民農園として提供したいという

話もあります。 

○鈴木会長 東京都の取組の４つのうちの１

つに、「将来にわたり農地を引き継ぐ」が上

げられているのでどれだけ大きな課題かとい

うことが分かります。足立区の緑の基本計画

でも議論させていただきたいと思います。 

○大澤委員 区民農園は２年程度の期間があ

ります。借りている方の意見として、土づく

りをしてようやく収穫ができた時点で返さな

いといけないといけません。区民の皆様が使

うためには仕方ないと思いますが、もう少し

期間が延びたらいいと思います。 

そこで本当に真剣に土づくりからして収穫

ができて喜んでいる方が来年は返さないとい

けないという現状があります。期間を延長す

るなどの改善策は考えらえていないのでしょ

うか。 

○望月課長 今お話があったように、区民農

園には２年間の期間があり、現在競争率が３.

５倍で、多くの方から希望が出ています。区

民農園を増やしていきたいと思っていますの

で、そういった点で改善をしていきたいと思

います。 

○鈴木会長 もう１つ報告事項がありますの

で、その点をお願いしたいと思います。江戸

川区へのヒアリングした結果の報告をお願い

いたします。 

○下村主任 それでは、江戸川区のヒアリン

グ結果報告書について、事務局下村の方から

説明させていただきます。お手元にあります

Ａ４、四枚用紙、報告（２）、「江戸川区ヒ

アリング結果報告書、関連整理事業シート」

をご覧ください。 

ヒアリング方法は電話及びメールにて行

い、江戸川区土木部水とみどりの課推進係よ

り回答をいただきました。 

１番目、緑の基本計画についてです。江戸

川区の緑の基本計画は、目標値に緑被率を不

採用としています。理由として、①費用がか

かる、②使用するデータが古いという２点が

挙げられました。次回の緑の基本計画は令和

５年頃改定予定とのことです。 

また、江戸川区緑の基本計画の各目標の進

捗管理については、「みどりを守る」、「み

どりを育む」、「みどりを創る」の３つそれ

ぞれに課題があります。 
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「みどりを守る」について、農地（生産緑

地）面積の目標を４０haしていますが、相続

の問題があります。他部署と連携し説明会を

開催することで、生産緑地が増えることを期

待しています。 

保護樹の本数について、目標 400本、職員

が調査したところ無くなっているものも存在

していました。調査の際、寺社仏閣に登録さ

れていない立派な樹木もあったため登録をお

願いしているそうです。 

「みどりを育む」について、「緑化の推進

に満足している区民の割合」の目標８０％と

しています。既存の緑の質の向上に努めてい

ます。 

アダプト活動加入者数 目標２０,０００人

としています。高齢化が進み辞めていく方が

多くなっているそうです。講座講習会を開催

し新規加入者の獲得を目指しています。 

「みどりを創る」について、身近な公園の

充足率の目標７５％とします。公園数は着々

と増えており、主に区画整理地域や不足地域

に対応していきます。 

公園整備に満足している区民の割合の目標

８０％としています。新設公園をつくる際

は、近隣の方々に声をかけワークショップを

行い、どんな公園にしたいのかを検討してい

ます。同時に共有のものという認識、ボラン

ティアの導入も図ります。 

計画の進捗管理として、年に２回「みどり

のえどがわ会議」を行っているそうです。 

２番目に保護樹木・保護樹林については、

３点あります。 

１．保護樹木に対する区の制度について 

所有者からの連絡により対応し、樹木医診

断料については補助があります。平成 30年度 

実績としては、３件対応されたとのことでし

た。 

２．保護樹林の指定について 

現在の所、寺社仏閣を除き対象地がない状

況とのことです。 

指定はありません。区としても推奨してい

ないそうです。 

３．保護樹木・保護樹林に関連する現在の

取組について 

他区の事例を研究し、保護樹所有のメリッ

トについて優遇措置を検討中とのことです。

具体的には、保護樹保険の導入、開発計画の

早期入手等を検討しているとのことでした。 

保護樹木に対する制度についてですが、４

ページの保護樹林一覧を見ていただいても分

かるように足立区は、江戸川区より助成が手

厚くなっています。 

保護樹木・保護樹林に関連する現在の取組

みについては、保存樹を守る会の方々とも連

携をとらせていただき行っております。 

３ページに戻っていただき、３番目、官民

連携の方法についてです。 

ボランティアの作業内容は、花壇の整地や

植込みの除草清掃等です。維持管理とボラン

ティア支援を一連の流れで行えるようにして

います。 

ボランティアの線引きは、物的支援を基本

としています。ボランティアと受託業者の顔

を会わせる機会が多く連携が生まれているそ

うです。 

なお、４ページ以降には足立区と江戸川区

の比較を記載しておりますのでご覧ください。 

簡単ではありますが、以上を江戸川区のヒ

アリング結果の報告とさせていただきます。 

○鈴木会長 ご質問があればお願いいたしま

す。 

○佐々木委員 江戸川区のヒアリング報告と

いうことで、第３回審議会までにビデオなど

も見られたとのことですが、第三次緑の基本

計画では街路樹指針の策定とあります。 

江戸川区でも「新しい街路樹デザイン」と
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いうのを定めていて、足立区でも取り入れて

いくという理解をしています。江戸川区と足

立区の比較を見ますと、街路樹にかける費用

は、足立区が２億７千万に対し、江戸川区が

８億３千万となっています。 

いい計画をつくっても、現実に手足を縛ら

れた状態でできるのかなと思っています。以

前の議事録で工事課長が強剪定をしたくてし

ているわけではないと発言していましたが、

やりたくてもできないということなのでしょ

うか。公園の維持管理、整備費などはさほど

違わないのに、街路樹の維持管理費だけここ

まで大きな差が出てくるのはなぜでしょうか。 

○鈴木会長 お答えいただけますか。 

○井熊課長 江戸川区の管理の仕方を存じ上

げていませんので推測になりますが、街路樹

の本数が足立区と比べると少ないということ

とも関係があるかと思います。 

○鈴木会長 街路樹の本数は足立区の方が少

ないかと思います。にもかかわらず予算にこ

れだけの差が出てきています。この点の事実

確認をお願いします。 

○佐々木委員 ６～７年前の台風の時に、公

園の樹木が多く倒れた事例がありました。当

時の公園管理課長が、予算がなくなってしま

ったと嘆いていたのを覚えています。 

よく現場で意見を聞くのは、公園の樹木、

街路樹の剪定も半年、１年に１回ほどの頻度

で実施してくれていた、今はその頻度が少な

くなっていると聞いています。ぬかが委員の

ご意見にもあったように落ち葉が大変だとい

うことにも繋がっていると思います。議員の

責任もあると思います。これから強く言って

いく必要があると思います。 

○臼倉室長 数年前の台風で、樹木が３００

本程度倒れたと記憶しています。昨年度も１

００本ほど倒れて予算を流用しています。現

在、公園の樹木の維持管理指針を定めており

まして、４、５年に一回、特に周辺、住宅地

や道路と接している所については重点的に管

理をしています。 

ただ、例えば、特に配慮しなければならな

い所については間隔を詰めて実施している場

合もあります。しかし、区役所内の人事異動

に伴い引継ぎが十分にできておらず、配慮が

行き届かないところもあります。剪定費が少

ないのも事実です。 

○田中委員 予算の話がでていますが、今回、

議員の方々が４名増えていますので、来年度

の予算については、確実な予算の確保をお願

いしたいと思います。 

○横村委員 予算の話からは少し違いますが、

区の方が江戸川区のヒアリングに行かれて、

街路樹の剪定が、コンペや講習会を実施して、

職人の方を育成する、街路樹を適正な剪定に

する仕組みを設けていて感動したという報告

を受けています。 

街路樹を適切な剪定と、街路樹をどう保存

していくのか、予算も大事ですが、老朽化し

た街路樹は間引いて、剪定によって緑を減ら

さないようなことを江戸川区がされていると

いうことをいただいています。この点の質の

底上げをしていただけたらと思います。 

○ぬかが委員 前回、私の方で予算について

も調べていただきたいとお願いをしておりま

した。やはり、予算も絶対に大事で、特に委

託業者の方にだすので、当然必要だと思いま

す。 

区の方が強剪定をしたくないという意見が

ありましたけれど、私も同感です。誰だって

強剪定はしたくない、理想の剪定がしたいと

思っています。そんな中で、様々なクレーム

があったり、理想的な街路樹の管理が許され

ない環境があります。先ほど意見も出ていま

したが、共通目標意識の醸成、共通樹形の検

討、江戸川区が素晴らしかったのは、木の成
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長過程に合わせて共通樹形を設定し、こうい

う目標で実施しているので、ご理解ください

と進めることで様々な理解が得られたという

ことです。こういった姿勢から得られること

があるのではないかと思っています。 

○鈴木会長 ありがとうございます。浅香

（雅）委員、いかがですか。 

○浅香（雅）委員 何度かお話させていただ

いていますが、１５年前は予算があったので、

年に２回、夏と冬に剪定をしていました。そ

ういう形でやると樹形は乱れないと思います。

しかし、予算がないと陳情があった場所、１、

２本を剪定するだけでなく、全体をする必要

があります。そうなると、予算は回らなくな

ってしまいます。 

路線が長いと１００本近く街路樹がありま

す。１本単位で計算をするとかなりの費用が

必要となり、結果１年に１度しか剪定できま

せん。我々も年に２回は剪定をしたいと思っ

ています。 

○鈴木会長 ありがとうございます。 

○臼倉室長 一点補足いたします。公園の樹

木については年に２回剪定を実施しています。 

○佐藤委員 江戸川区のヒアリング報告を拝

見すると、これまでの方法を踏襲しつつも、

行き詰っている面もあるのかなということが

読み取れてきます。今、緑に対する多様なニ

ーズがある中で、官民連携、Ｐａｒｋ－ＰＦ

Ｉ、指定管理といった様々な手法が出てきて

います。東京都内でも様々な先進的に緑の官

民連携の仕組みをつくっている中で、例えば、

練馬区や世田谷区、三鷹市では緑に関する中

間支援組織を持っています。やはりそこでは、

緑の官民連携が進んでいます。 

また、そういう団体を持てない所では、例

えば西東京市さんが、指定管理という方法で、

中間支援的なサポートを指定管理者に任せて

います。５０個以上の公園をエリアマネジメ

ント的に管理しています。それを受けて板橋

区でもパークマネジメントのガイドラインを

つくられて指定管理を募集しているという流

れがあります。そういう先進的な取組もヒア

リングして情報提供いただければと思います。 

○臼倉室長 足立区でも、指定管理、包括的

な管理についてもすでに検討を進めています。

過去に西東京市にもヒアリングに行っていま

すので、必要であれば資料を提供いたします。

実際には、特色のある公園は指定管理を入れ

たり、包括的な管理を進めています。地域ご

との包括的な管理についてのご発言かと思い

ますが、実際はなかなかなハードルが高いと

ころです。 

○浅香（孝）委員 街路樹の維持管理費が江

戸川区と比較すると大きな開きがあるという

ことですが、自身の庭木も剪定をしました。

春と秋に剪定をすると、夏の暑さを軽減する

ことができません。今年は秋に実施し、どう

なるかなと思っています。ただ、外見からみ

るとぼうぼうで見た目はよくないですが、夏

の温度はどうかと期待しています。 

夏に外を歩く際には、街路樹の日影が欲し

いなと思うところです。剪定だけでなく、樹

木の維持管理という面では消毒などもあると

思います。今、埼玉の方でクビアカという樹

木の害虫が入っているそうです。外目には分

かりませんが、中が傷んでしまうそうです。 

こういった管理の方が私は大事かと思いま

す。 

由緒あるご家庭の保存樹木が病気で傷んで

しまうと、大変危険だと思います。足立区に

は足立区独自の樹木があると思いますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

○浅香（雅）委員 年に２回の剪定について

ですが、春は木が水をすって芽を出そうとし

ている時期です。剪定をすると蒸散が激しく、

木が弱って病気も入りやすくなります。時期
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としては、常緑樹は夏の始まり、梅雨の初め

ごろが適切です。葉が年中落ちないので、夏

も涼しくなります。 

落葉樹は、夏はそのままで秋から冬にかけ

て葉が落ちる時期にかけて実施しています。

年に１度の剪定はこうした形で進めています。

常緑、落葉それぞれ１回ずつやっていました。

現在はなぜ、この時期に常緑樹を切ってしま

うのかなということもありますが、そうした

形で進めています。 

○鈴木会長 ありがとうございます。街路樹

は一番身近な緑ですので、区民としては今回

の計画の内容を実践していただきたいと思い

ます。 

○大澤委員 区民連携事業について、江戸川

区は大変見やすく、分かりやすいのですが、

足立区の方を見るとアバウトで活動団体数が

減っているのかどうかが分かりにくくなって

います。公園についても、自主管理か指定管

理かが書いてありますが、もう少し江戸川区

のように水辺のボランティアのように細かく

やっていただいたほうが見やすく、活動内容

も分かると思います。今後もこの形をとって

いくのでしょうか。 

○栗原主任 区民連携事業について、足立区

の部分は情報を抜粋して掲載しています。足

立区の区民連携事業についてはひとくらし部

会で扱っていましたが、大変多種多様で分か

りづらく使いづらい状態が課題となっていま

す。それが浮き彫りになるような記載となっ

てしまっていますが、あくまで現状でして今

後、ステップ図に沿って整理していきたいと

思っています。 

○佐藤委員 区民連携はボランティアだけで

はないと思います。企業、官民連携、産官学

連携のような大学も含まれます。緑の維持管

理的なボランティアだけでなくて、一緒に公

園でマルシェをしたり、講座、ワークショッ

プ、シンポジウムの開催といった形もあるか

と思いますので、包括的に考えていただけた

らと思います。 

○鈴木会長 よろしいでしょうか。報告事項

も以上です。 

○小林課長 鈴木会長、議事進行ありがとう

ございました。 

最後に、事務局から事務連絡がございます。 

席上にお配りしております、ひとことメモ

のご記入・ご提出をお願いいたします。 

筆記用具がない方は、お手数ですが、挙手

をお願いいたします。事務局がお持ちいたし

ます。 

お書きいただいたご意見等は、今後の審議

会、部会運営に活かしていきたいと考えてお

りますので、ご協力お願いいたします。 

次に、今後の予定についてです。 

まちづくり部会の第３回につきましては、

８月１９日（月）午後３時３０分から５時ま

でを予定しております。会場は南館１２階１

２０５－Ａ会議室になります。ひとくらし部

会の第３回については、９月１０日（火）午

前１０時から正午までを予定しております。

会場は南館１２階１２０３会議室になります。

ご出席のほどよろしくお願いいたします。 

なお、当審議会の次回の開催については、

１０月２８日（月）午後３時から５時までを

予定しております。会場はこちらの、中央館

８階特別会議室になります。スケジュールに

ついては以上です。 

また、本日お車にてご来場いただいた委員

の皆様については、駐車券をご用意しており

ますので、閉会後事務局にお申し出ください。

事務連絡は以上です。 

最後に鈴木会長より、閉会のご挨拶をお願

いいたします。 

○鈴木会長 部会、審議会が何回か続きます

が、計画策定のプロセスを通じて、皆さんが
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誇りある、水と緑に誇りあるまちにしていこ

う、最初はほかの所がすごいなと思っていた

けれども足立区だって負けていないぞ、最後

には足立区の方がすごいぞと、そんな誇りが

持てるような計画になればいいと思います。

残りの日程もよろしくお願いいたします。 

○小林課長 ありがとうございました。以上

で、第３回足立区緑の基本計画改定審議会を

閉会いたします。本日は、長時間にわたり熱

心なご審議を賜り、ありがとうございました。 

 

 


